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定款の一部変更について 
 

当行は、平成 30 年 5 月 9 日開催の取締役会において、定款の一部変更について平成 30 年 6 月

22 日開催予定の第 243 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下の通りお知

らせいたします。 

 

定款の一部変更について 

 

1. 変更の理由 

執行役の任期を事業年度とあわせ、選任後 1年以内に終了する事業年度の末日までとするため、

現行定款第 33 条を変更するものであります。 

 

2. 変更内容 

変更内容は下記の通りです。 

 

              （下線部分は変更箇所を示しています） 

現状定款 変更案 
（執行役の任期） 
第 33 条 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の

時までとする。 

 
 
 
 
 

（執行役の任期） 
第 33 条 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了

する事業年度の末日までとする。 

 

附則 

第 33 条の変更は、平成 30 年 6 月 22 日開催の定時

株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終

結の時から効力を生じるものとする。 

なお、本附則は平成 30 年 6 月 22 日をもって削除す

る。 

    

以上 

 
 


